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報
酬
逓
減
法
則
の
適
用
範
園

山

口

正

太

郎

一

"

報
酬
逓
減
法
則
の
適
用
範
團

の
問
題
は
、

ク
ラ
ー
ク

一
派
の
所
謂
亜
米
利
加
學
涙

に
よ

っ
て
提
唱
せ
ら
れ
た

り

も
の
で
あ
る
が
、
近
頃
、
我
国

に
於
て
は
高

田
博
士

の

詳
細
な

る
論
議

あ
り
馬
凋

逸

に
於
て
は

昨
年

ハ
ン
ス

・

ナ

イ
ナ

i
氏

の

「
土
地

帳
酬
　逓
誠

の
法
則

ご
終

濟
的
獲

展
」

の
論

文
出

で

、
更

に
本
年

に
入

っ
て
は

ヵ
1

μ

・

デ
イ
ー

ル
激
授

の

「
経

済
生
活

の
全
範

域

に
普
遍

的
報

酬
逓
減

の
法
則
存

す

る
や
」

の
論

説
が
あ

っ
て
該
問
題

は
再

び
盛

ん
に
論

議

さ
る

、
に
至

っ
た
、
以

下
デ

イ

ー

〃
教
授

の
論
文

の
概
要
を
紹
介

し
よ
う

ご
思

ふ
。

二

従
来
の
學
説
で
は
農
業
に
撤
し
て
は
報
酬
邊
減
の
法

則
行
は
る

、
も
工
業
で
は
之
ご
反
封

に
報
酬
逓
増
の
注

則
行
は
る
、
ご
述
.べ
ら
れ
て
あ

っ
た
、
然
る
に
亜
米
利

L一.一

高 田 保 焉 博 士 、 報 酬 逓 減 の 法 則 に 就 て 、 商 學 研 究 第 二 巻 第 三 號
D乱sGesetzvomabnehmendenBQdenertragunddie}iansNeis5er、

wh・tschaftlichcEn亡 鳴icKelung,Archivf日rSo2ia【wissenschafしund

Sozia1POlidk,Mai.1922.

KarlDi⊂hl,Gibteseinal】gemeinesErtragsgesetzfUra11eGebietedes

Wir亡scha阯selben酵Jahrb口rNationa1δkonomie』andStatistik・Januar・

1923・

b
助

の

「ゴ～}}

「



、

加
撃
涙
の
人
々
ぽ
原
始
産
業
で
も
工
業
で
も
等
し
く
報

酬
逡
減
の
法
則
が
安
富
し
、
否
生
産

の
み
な
ら
す
消
費

の
方
面
に
も
、
.從

て
あ
ら
ゆ
る
経
済
生
活
に
も
愛
賞
す

る
も

の
で
、
彼
の
敷
用
逓
減
の
法
則
ご
此
報
酬
遊
減
の

法
則
ε
は
同

一
法
則
の
二
表
現
に
過
ぎ
な

い
ε
主
張
す

.

る
に
至

っ
た
。

抑
も
報
酬
海
減

の
法
則
な
る
も
の
は
其
原
始
的

の
形

態
は
、
「
一
定
の
技
術
状
態
の
下
に
於
て
は
、
與
え
ら
れ

た
る
面
積

の
上
に
、
勢
働
及
び
資
本
を
投
下
す
な
事
、

一
定
黙
以
上
に
及

べ
ば
、
.そ
れ
よ
り
生
す
る
牧
穫
は
次

第
に
減
少
す
る
」

ε
云
ふ
に
あ

っ
セ
、
此
際
の
牧
穫
ご

あ

へ

も

へ

　

ヨ

も

ロ

つ
　

ロ

ヤ

も

へ

し

つ

ぼ

も

や

し

も

は
総
敗
穫

の
意
味

で
あ
っ
て
、
生
産
費
ご
の
比
較
よ
り

ロ

セ

ち

　

も

ネ

ヘ

へ

　

も

セ

マ

ヨ

ヘ

ヤ

ヤ

ヤ

へ

も

た

生
す

る
純
牧
穫
の
義
で
は
な
い
、
.純
牧
穫
は
総
牧
穫
が

や

も

へ

リ

マ

で

ロ

め

ロ

し

こ

あ

り

へ

も

ヘ

セ

ヤ

も

ヤ

も

減
少
し
て
も
償
格

の
騰
貴
に
よ

っ
て
増
加
す
る
場
合
が

も

あ
あ
る
.、
牧
穫
或
は
報
酬
逓
減
の
渡
期
は
総
牧
穫
或
は
総

報
酬

に
關
す
る
も
の
で
め

つ
て
、
斯
く
て
こ
そ
初

め
て

生
産
上
の
問
題
た
b
得
る
の
で
、
純
股
穫
、
純
報
酬

に

關
ず
る
も

の
は
牧
盆
上
の
問
題
で
あ
る
、
學
者
の
中
、

往
々
比
熱
を
混
同
す
る
も
の
が
あ
る
が
誤
で
あ
る
。

報
酬
逓
減
の
法
則
は
斯
く
の
如
(
生
産
上
砂
法
則
で

.

、雑

録
.

報
酬
濃
減
法
則
の
適
用
範
囲

あ
b
嚴
密
な
る
自
…然
法
則
で
あ
る
、
然
る
に
工
.業
上
に

行
は
る
.、
ε
禰

せ
ら
れ
る
報
酬
逓
増
の
法
則
な
る
も
の

は
實
は
自
然
法
則
で
は
な
く
、
軍
に
纒
験
的
な
事
實
に

他
.な
ら
諏
、
此
法
則
の
尖
當
せ
な

い
工
業

も

少

く

な

い
、
前
者
は
普
遍
的
で
あ
る
が
後
者
は
斯
く
の
如
き
傾

向
あ
b
ε
云
ふ
に
過
ぎ
な

い
。

三

報
酬
逓
減
の
法
則
が
農
業
以
外
の
範
園

に
も
用
ひ
ら

る
べ
し
ε
す
る
論
者
に
三
種
あ
る
。

一
工
業
は
原
料
を
要
す
る
、
而
し
て
原
料
は
報
酬
逓

減
法
則
の
支
配
下
に
あ
る
を
以
て
工
業
も
亦
、
該
法
則

に
支
配
せ
ら
る
ε
す
る
も
の
。

二
工
業
に
於

て
生
産
増
加
の
際
、
生
産
費
も
亦
増
加

.す

べ
き
を
以
.て
該
法
則
は
適
用
せ
ら
る
ε
す

る
も
の
。

三
報
酬
逓
減
法
則
は
脛
濟

の
全
般
を
支
配
す
る
普
遍

法
則
の

一
部
現
象
に
過
ぎ
す
ε
す
る
も
の
。

第

一
、
成
る
程
、
紡
績
業
は
棉
花
を
要
す
る
、
棉
花

は
土
地
報
酬
逓
減
の
法
則
に
支
配
せ
ら
れ
る
、
從
て
紡

績
業
も
此
法
則
に
支
配
せ
ら
れ
る
ε
云
ひ
得
る
が
如
く

で
あ
る
が
此
議
論
は
間
接
で
あ
る
、
當
面
の
問
題
は

一

策
十
七
巻

(第

二
號

「
四
五
)

二
九
七



、

馳
難

鋒

報
酬
躍
減
法
則
の
適

用
範
囲

定

の
原

料
が
與

え
ら

れ

て
、
そ

の
後
、

そ
の
工
業

し
如

何
な

る
法
則
が
愛
賞
す

る
や

に
あ

る
、
議
論

の
岨剛
小+
部

を

切
b
離

し
て
後
宇

部

の
み
が
問
題
な

の
で
め

る
。

第

二
、
工
業

牝
於

て
も

】
定
黙

以
上

に
於

て
は
報

酬

逓
減

法
則
が
作
用
す

る

こ
ε
農
業

ε
同
じ
だ

ご
云
ふ
論

者

の
例

ε
し
て

マ
ー

シ
ャ
ル
を
擧

げ
る
、
氏
は
三
個

の

機
械

が
あ

っ
て
之
葎
或

程
度
以
上

に
廻
轄

す

る
巳
、
報

酬
は
漸

次

に
減

少
す

る

か
ら

、
古

い
も
の
を
、

よ
り
多

く
廻
聴
す

る
よ
り
新

し

い
第

四
個
日
の
も

の
を
買

入

れ

る
方

が
利
益

で
あ

る
こ
ε
、
宛

か
も
土
、地
を
深

く
耕
す

よ
り
新
土
地
を

購
入
す

る
の
勝

れ

る
の

ε
等

し

い

ε
云
.

ふ
。

.

乍
然
、
工
業
ε
農
業
ε
の
専

一
性
を
述

べ
る
な
ら
ば

工
業
で
三
個
の
機
械
を
⊥
ハ
個

に
増
加
し
た
か
ら
収
穫

か

二
倍

に
な

っ
た
如
一
農
業
に
於
て
も
三
本

の
鍬
を
六
本

に
増
し
た
か
ら
牧
穫
は
二
倍
に
な

っ
た
ε
云
ふ

}
ε
を

も
實
講
せ
ね
ば
な
ち
ぬ
、
工
業

に
於
て
は
生
産
要
素
の

倍
加
は
放
穫
の
倍
　加
を
来
す
こ
ε
は
實
調
に
困
難
で
は

な

い
然
.し
農
業

に
於
て
は
生
産
要
素
ε
し
て
特
殊
性
を

も

　

も

っ
た
土
地

ε
云

ふ
も

の
に
束
縛
…さ
れ
る
、
宜
ハ結

果

ε

第
十
七
巻

(第
二
號

】
四
六
)

二
九
八
.

し

て
、
生
産
技

術
上
全
く
他

の
産

業
己
異

っ
だ

現
象
を

ヤ

や

生
す

惹
、
工
業

に
於

て
は
報
酬
遮

増
の
傾
向

(法
則

に

あ
ら
す

)
あ
る
も
農

業

に
於
て
は

縄
掛

に
逓
減

の
法

則

が
作
用
す

る
。

第
三

、
報

酬
蓬
減

法
則

は
経
済

生
活

全
般
を
支

配
す

る
法

…則
の

一
表

現

に
過

ぎ
な

い
ε
一再
ふ
代
表
的
學

山膚
は

ク
ラ
ー
ク
で
あ

る
、

ク
ラ
ー
ク
は
、
あ

ら
ゆ
る
産
業

に

於

て
其

生
産

要
素

π
る
勢

働
者

の
撒
を

　
定
黙

以
上

に

増

加
す

る
時
は
其
増

加
分

の
齎

す

利
益
は
生
産

費

(此

場

合
は
勢
賃

)

を
償

ふ
て
餓

り
あ
る
も
の

で
は
な

い
、

.

從

て
雇
主
ぱ
此

部
分

の
勢
働
者

は
之
を
雇

ふ
も
雇
は

ざ

る
も
英

和
盆
に
何
等
關
際
す

る
腱

は
な

い
、
他

の
生
産

要
素

走
る
資
本

に
於

て
も
亦
黙

り
、

一
定
黙
以

上
に
資
.

本

を
行
使

す
る
も
利
子

以
上

の
餓

剰
を
生

心
な

い
ご
云

ふ
。

そ
し
て
此

議
論

は
総

て

の
産

業

に
就

て
行
は

れ
、

奴
用
逓
減

法
則

・し
其
論

理
的
構
造

を

　
に
し
て
る

る
ε

.

云

ふ
、
此

ク
・フ
ー

ク
の
議
論

を
吟
味
す

る

ご
且
ハ中

.心
黙

が
何
庭

に
あ
る

か
ゴ
明
瞭

に
な

る
、
そ
れ
は

ク

ラ
ー
ク

は
常

に
生
産

の
問
題

ε
し
て
見
す

に
版
金

問
題

犀
①
巨
富

一
げ
ご
誌

於
「ヨ
曉

ぜ」
し

て
観

察

し
て
み
る
ε
云

ふ

ご
ε
で

¶



「

あ
る
、

一
定
黙
以
上
の
増
加
勢
働
者
が
生
産
た
る
勢
賃

以
上
に
何
物
を
も
齎
さ
な

い
ε
云
ふ
.の
は
雇
主
に
ご
つ

.

て
の

図
Φ
三
国
σ
養
弩

の
問
題
で
あ
る
、
生
産
要
素
の
最

後
の
増
加
分
は
そ
の
前

の
も
の
よ
り

冨
羽
帚
鼻
2

で
あ

、

な
ざ
云
ふ
の
は
生
産
費

ε
の
比
較
に
よ
る
純
牧
盆
を
生

す

る
こ
ご
少
き
を
意
味
し
て
み
る
。

ク
ラ
ー
ク
の
説
は

全
く
牧
盆
問
題
で
あ
る
か
ら
技
術
的
生
産
問
題
た
る
土

地
牧
穫
逓
減
法
則
ε
は
何
の
關
係
も
な

い
の
で
、
此
法

則
が
振
残
せ
ら
れ
て
、
他
の
範
園
に
も
適
用
せ
ら
れ
る

ご
云
ふ
こ
ご

、
も
な
ら
な

い
し
、
叉
此
法
則
が

一
般
経

済
生
活
を
支
配
す
る
大
法
則
の

一
表
現
に
過
ぎ
な

い
ε

し

も
ク
ラ
ー
ク
の
議
論

か
ら
は
推
論
す
る
こ
ご
が
出
來
な

い
の
で
あ
る
、
ク
ラ
!
ク
が
第

一
に
主
観
的
慣
確

の
法

則
た
る
限
界
敷
用
説
を
客
観
的
な
生
熊
問
題
に
當
て
嵌

め
よ
う
ε
し
た
庭
に
無
理
が
あ
り
、
更
に
其
議
論
の
主

要

黙
を

垣
。口
口
σ
【一同厨
房
詑
『

に
置
い
て
、
純
核
～仰
的
自

然
法
則
た
る
土
地
牧
穫
逓
減
法
則
を
も
其
の
中
に
包
括

し
よ
う
ε
し
た
庭
に
第
二
の
誤
謬
が
存
在
す
る
、
要
す

る
に
土
地
収
穫
逓
減
法
則
は
原
始
産
業
固
有

の
技
術
的
.

自
然
法
則
で
あ
る
慮

に
其
特
徴
が
あ
る
の
で
、
之
を
押

難
.
.鑛
.

照
慮
計
算
の
「
方
法

し
撮
め
て
他

の
産
業

に
及
ぼ
す

こ
ε
は
輕
濟
學
理
の
進

・

歩
に
毫
も
利
益
な
く
却
て
議
論

の
混
雑
を
招
く
の
悪
結

果
に
陥

る
も
の
で
あ
る
。

(


